
教育委員会

１ 教育委員会の組織

教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づいて、学校その他の教育機

関の設置・管理、学校教育、社会教育、スポーツ及び文化財等教育に関する事務を管理執行すること

を職務権限とする行政委員会です。

教育委員会は、市長が市議会の同意を得て任命した教育長と４人の委員により構成されます（教育

長の任期は３年、委員の任期は４年）。教育長は委員会の会務を総理し、委員会を代表します。また、

教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときにその職務を代理する者を指名します。

教教育育委委員員会会名名簿簿

職名 氏名
ふりがな

就任 現任期

教育長 青木
あ お き

由美子
ゆ み こ

令和 年 月 日 令和 年 月 日～令和 年 月 日

教育長職務代理者 三町
み ま ち

章
あきら

平成 年 月 日 令和 年 月 日～令和 年 月 日

委 員 青木
あ お き

雅代
ま さ よ

令和 年 月 日 令和 年 月 日～令和 年 月 日

委 員 望月
もちづき

克
かつ

浩
ひろ

令和 年 月 日 令和 年 月 日～令和 年 月 日

委 員 吉本
よしもと

一
かず

謙
のり

令和 年 月 日 令和 年 月 日～令和 年 月 日

青木由美子教育長 三町章
教育長職務代理者

青木雅代委員 望月克浩委員 吉本一謙委員

※ 歴代教育長及び委員については、巻末の「資料編」に掲載

２ 教育委員会の会議

教育行政の基本的な施策の決定や諸問題の解決等の重要案件を処理するほか、事務事業の報告

等を行うため、会議を開きます。会議は、原則として毎月第３木曜日に定例会を開催するほか、必要に

応じて臨時会を開催します。

（１）教育委員会が議決する主な事項

教育行政の重要事項は、議案として教育委員会で審議され、原則として委員の賛成多数により可

決される。

教育委員会で議決すべき事項（「小平市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則」より抜粋）

１ 教育行政の運営及び学校その他の教育機関の運営管理について一般方針を定めること。

２ 委員会が定める規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

３ 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

４ 都費負担教職員 以下「教職員」という。 の服務の監督及び研修の一般方針を定めること。

 

 

【主要事業】

№ 区分 事業名 事業内容

継続
地域と連携したジュニア
向け講座の実施

公民館において、ジュニア向けに地域の多様な主体と連携を図り
ながら、様々な体験を通した地域への興味、関心を深めるきっかけ
づくりにつながる講座を実施し、受講後も継続して公民館を利用し
てもらえる仕組みづくりに取り組む。

予算額： 千円

継続
地域と連携した講座や地
域の資源を活用した講座
の実施

地域で活動する市民の人材育成や団体の活性化等の視点を踏ま
え、市民が学び合うことを基本に、地域と連携・協力を図りながら、
地域における様々な問題の解決や、より豊かな地域のコミュニティ
づくりにつなげるための講座を実施する。
また、小平の文化、土地柄等、市内のあらゆる魅力ある資源も活

用し、地域への愛着をもってもらうきっかけづくりとなる場を提供
する。
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５ 教職員の任免（校長及び副校長の任免に限る。）、分限及び懲戒についての内申に関するこ

と。

６ 事務局及び教育機関の課長補佐 課長補佐相当職を含む。 以上の職にある者 教職員を除

く。 の任免に関すること。

７ 事務局及び教育機関の職員 教職員を除く。 の分限及び懲戒に関すること。

８ 第４号から前号までに掲げる事項のほか、教職員の人事 服務に関することを除く。 並び

に事務局及び教育機関の職員 教職員を除く。 の人事に関すること。

９ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

教育予算その他議会の議決を経るべき議案について市長に意見を申し出ること。

万円以上の教育財産の取得及び処分について市長に申し出ること。

教科用図書の採択に関すること。

児童又は生徒の出席停止に関すること。

請願、訴訟及び審査請求に関すること。

表彰等を行うこと。

小平市情報公開条例（平成 年条例第 号）に基づく公文書の公開の請求に対する決定

に関すること。

個人情報の保護に関する法律（平成 年法律第 号）に基づく保有個人情報の開示、訂

正及び利用停止の請求に対する決定に関すること。

小平市公文書等の管理に関する条例（令和３年条例第１号）に基づく特定歴史公文書の利

用の請求に対する決定に関すること。

（２） 教育委員会の議事（令和５年度）

議議案案

※※ 教育委員会の会議のその他の議事については、巻末の「資料編」に掲載

議決事項（ 件） 議決した会議

条例制定の申出 （１件）

小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部を改正する条例の制定の申出
について

２月定例会

予算の申出 （５件）

令和 年度教育予算の補正の申出について ５月定例会

令和 年度教育予算の補正の申出について ８月定例会

令和 年度教育予算の補正の申出について １１月定例会

令和 年度教育予算の補正の申出について
２月定例会

令和 年度教育予算の申出について

規則、規程の制定・改正 （３件）

小平市立学校設備使用条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 月定例会

小平市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について
３月定例会

小平市立図書館処務規程の一部を改正する規程の制定について

人事 （ 件）

（略）

その他 （ 件）

令和６年度使用小学校教科用図書採択方針について
４月定例会

小平第十一小学校拡張用地の取得の申出について

小平市教育委員会事務の点検及び評価－令和４年度分－について

８月定例会令和６年度から令和９年度使用小学校教科用図書の採択について

令和６年度使用特別支援学級教科用図書の採択について

小平市教育委員会に対する審査請求の裁決について 月定例会

小平市教育委員会に対する審査請求の裁決について １月定例会

第二次小平市教育振興基本計画の令和６年度主要事業について ２月定例会
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（３） 会議及び議事録の公開

教育委員会の会議は、プライバシーを含む議事や人事案件のほかは原則として公開しており、通

常は 人までの傍聴が可能である。

また、会議後には議事録を作成し、市役所市政資料コーナーで閲覧に供するほか、市のホームペ

ージでも公開している。

３ 教育委員会表彰

小平市の教育及び文化の振興発展に貢献し、かつ、その功績が顕著なもの及び他の模範と認めら

れる行為を行ったもの（個人・団体）に対し、表彰し、又は感謝の意を表すために、教育委員会として表

彰を行います。

（１） 対象者

① 小平市立学校に在学する児童・生徒又はこれらの者で構成する団体で次のいずれかに該当す

るもの

ア 有益な調査研究、発明若しくは発見をし、又は工夫を考案したもの

イ 児童・生徒の名誉を高め、他の模範となる行為を行ったもの

ウ その他表彰することが適当であると委員会が認める成績（教科の学習成績を除く。）を修め、

又は行為を行ったもの

② 学校に勤務し、若しくは勤務していた教職員又はこれらの者で構成する団体で次のいずれか

に該当するもの

ア 職務上の成績が特に優秀なもの

イ 職務上特に有益な研究若しくは発明をし、又は工夫を考案したもの

ウ 特に他の模範となる行為を行ったもの

エ 校長又は副校長で退職（死亡による退職を含む。）をしたもの

オ その他表彰することが適当であると委員会が認める成績を修め、又は行為を行ったもの

③ そのほか、表彰することが適当であると委員会が認めるもの

「小平市教育委員会表彰等に関する規程」より抜粋

（２） 令和５年度表彰実績

表彰内容 人数・団体数

感謝状贈呈

退職校長・副校長 ２名

社会教育委員等非常勤特別職等 名

表彰状授与 児童・生徒

競技会、コンクール等で優れた成績を修めた市立学校の団体 ３団体

競技会、コンクール等で優れた成績を修めた児童・生徒 名

 

 

 

５ 教職員の任免（校長及び副校長の任免に限る。）、分限及び懲戒についての内申に関するこ

と。

６ 事務局及び教育機関の課長補佐 課長補佐相当職を含む。 以上の職にある者 教職員を除

く。 の任免に関すること。

７ 事務局及び教育機関の職員 教職員を除く。 の分限及び懲戒に関すること。

８ 第４号から前号までに掲げる事項のほか、教職員の人事 服務に関することを除く。 並び

に事務局及び教育機関の職員 教職員を除く。 の人事に関すること。

９ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

教育予算その他議会の議決を経るべき議案について市長に意見を申し出ること。
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（２） 教育委員会の議事（令和５年度）

議議案案

※※ 教育委員会の会議のその他の議事については、巻末の「資料編」に掲載
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小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部を改正する条例の制定の申出
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２月定例会
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令和 年度教育予算の補正の申出について ８月定例会

令和 年度教育予算の補正の申出について １１月定例会

令和 年度教育予算の補正の申出について
２月定例会

令和 年度教育予算の申出について

規則、規程の制定・改正 （３件）

小平市立学校設備使用条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 月定例会

小平市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について
３月定例会

小平市立図書館処務規程の一部を改正する規程の制定について

人事 （ 件）

（略）

その他 （ 件）

令和６年度使用小学校教科用図書採択方針について
４月定例会

小平第十一小学校拡張用地の取得の申出について

小平市教育委員会事務の点検及び評価－令和４年度分－について

８月定例会令和６年度から令和９年度使用小学校教科用図書の採択について

令和６年度使用特別支援学級教科用図書の採択について

小平市教育委員会に対する審査請求の裁決について 月定例会

小平市教育委員会に対する審査請求の裁決について １月定例会

第二次小平市教育振興基本計画の令和６年度主要事業について ２月定例会
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４ 教育委員会の広報

教育委員会では、「市報こだいら」や小平市ホームページなどを活用するほか、教育委員会独自に

広報を行い、積極的な情報提供に努めています。

（１） 広報紙「小平市教育委員会だより」

教育委員会が推進する施策や、市立小・中学校及び児童・生徒の取組等をお知らせするため、「小

平市教育委員会だより」を発行している。

① 発行回数

年４回（その他「新年度 特別号」を１回発行）

② 配布先

市立小・中学校の児童・生徒に配付するほか、市公共施設、市内鉄道駅等で配布している（紙

媒体のほか、ホームページにも掲載）。

また、平成 年度より、市内の幼稚園・保育園を通じて市内在住の３～５歳児の保護者にも配

付し、幼稚園・保育園と小学校の連携を推進している。

③ 発行部数

部／回（令和５年度）

５ 小平市総合教育会議

総合教育会議は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づいて市長が主宰する会議

で、市長と教育委員会が、地域の教育の課題やあるべき姿を共有し、相互に連携して教育行政を推進

していくため、教育行政の大綱の策定、教育の条件整備など重点的に講ずべき施策や、児童・生徒等

の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置についての協議・調整を行います。

（１） 開催実績（令和５年度）

回数 開催日 開催時間 開催場所

第１回 ５月 日（火） ： ～ ： 市役所 会議室

第２回 月 日（火） ： ～ ： 市役所 会議室

（２） 協議等の内容

会 議 区 分 内 容

第１回 協議事項 小平市の教育に関する大綱（案）について

第２回 協議事項 部活動について

（３） 小平市の教育に関する大綱

「大綱」は、小平市の教育、学術及び文化の振興に関する基本的な方向性を示すものとして、

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、市長が定めるものである。

令和５年度に、教育委員会と協議し、新たな「大綱」を定めた。（Ⅷ 資料編参照）
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６ 教育委員会事務局

教育委員会の権限に属する事務を処理するため、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

に基づき、教育委員会に事務局を設置しています。事務局の組織等は教育委員会の規則で定めてい

ます。

（１） 事務局・教育機関の組織図と職員数 令和６年４月１日現在

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

４ 教育委員会の広報

教育委員会では、「市報こだいら」や小平市ホームページなどを活用するほか、教育委員会独自に

広報を行い、積極的な情報提供に努めています。

（１） 広報紙「小平市教育委員会だより」

教育委員会が推進する施策や、市立小・中学校及び児童・生徒の取組等をお知らせするため、「小

平市教育委員会だより」を発行している。

① 発行回数

年４回（その他「新年度 特別号」を１回発行）

② 配布先

市立小・中学校の児童・生徒に配付するほか、市公共施設、市内鉄道駅等で配布している（紙

媒体のほか、ホームページにも掲載）。

また、平成 年度より、市内の幼稚園・保育園を通じて市内在住の３～５歳児の保護者にも配

付し、幼稚園・保育園と小学校の連携を推進している。

③ 発行部数

部／回（令和５年度）

５ 小平市総合教育会議

総合教育会議は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づいて市長が主宰する会議

で、市長と教育委員会が、地域の教育の課題やあるべき姿を共有し、相互に連携して教育行政を推進

していくため、教育行政の大綱の策定、教育の条件整備など重点的に講ずべき施策や、児童・生徒等

の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置についての協議・調整を行います。

（１） 開催実績（令和５年度）

回数 開催日 開催時間 開催場所

第１回 ５月 日（火） ： ～ ： 市役所 会議室

第２回 月 日（火） ： ～ ： 市役所 会議室

（２） 協議等の内容

会 議 区 分 内 容

第１回 協議事項 小平市の教育に関する大綱（案）について

第２回 協議事項 部活動について

（３） 小平市の教育に関する大綱

「大綱」は、小平市の教育、学術及び文化の振興に関する基本的な方向性を示すものとして、

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、市長が定めるものである。

令和５年度に、教育委員会と協議し、新たな「大綱」を定めた。（Ⅷ 資料編参照）
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（２） 事務局等の主な分掌事務

分 掌 事 務

教
育
総
務
課

①教育委員会の会議及び秘書事務に関すること。

②事務局及び教育機関に勤務する職員 都費負

担職員を除く。 の任免その他人事に関するこ

と。

③規則、訓令及び告示に関すること。

④予算及び決算の総合調整に関すること。

⑤重要事業の総合調整に関すること。

⑥訴訟及び審査請求に関すること。

⑦公印に関すること。

⑧学校の設置及び廃止に関すること

⑨校地の設定及び変更並びに学校施設の建設及

び営繕の計画に関すること。

⑩学校施設の管理・保全に関すること。

⑪教育行政相談に関すること。

⑫学校教育に関する他課に属さないこと。

⑬文化財の保護に関すること。

⑭学校施設のスポーツ開放に関すること。

⑮学校施設の更新等の総合調整に関すること。

学
務
課

①児童、生徒の就学、転学、その他学籍に関する

こと。

②学級編制に関すること。

③就学援助、就学奨励に関すること。

④通学路及び通学路の防犯カメラに関すること。

⑤学校の予算（令達を含む。）及び決算に関する

こと。

⑥学校保健に関すること。

⑦学校給食に関すること。

指
導
課

①教職員の任免、給与その他人事及び福利厚生

に関すること。

②教職員の研修に関すること。

③教育課程及び教科内容に関すること。

④児童生徒の指導に関すること。

⑤教育研究に関すること。

⑥教育ＩＣＴの推進に関すること。

⑦特別支援教育に関すること。

⑧教育相談に関すること。

⑨不登校児童・生徒に関すること。

⑩情報教育の推進に関すること

地
域
学
習
支
援
課

①生涯学習の振興に係る総合的な計画・調整に

関すること。

②青少年の健全育成に関すること。

③地域と学校の連携・協働に関すること。

④非核平和学習事業に関すること。

⑤生涯学習に関する他課に属さないこと。

公
民
館

①定期講座の開設

②討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等の

開催

③定期講座等の参加者のための保育

④公民館事業の広報

⑤利用団体の連絡

⑥公民館の施設、設備及び備品の公共的利用

⑦その他公民館の目的達成のために必要な事業

図
書
館

①図書館資料を収集し、又は作成し、利用者の用

に供すること。

②図書館資料の分類排列をし、及びその目録を

整備すること。

③図書館の利用のための相談に応じること。

④他の図書館、地方公共団体の議会に附置する

図書室及び学校に附属する図書館又は図書室

との連絡及び協力

⑤他の図書館との図書館資料の相互貸借

⑥図書館の分室の運営

⑦読書会、講演会、おはなし会、鑑賞会、資料展

示会等の開催及び奨励

⑧参考資料の紹介及び提供

⑨図書館報その他の出版印刷物の発行及び頒布

⑩子ども文庫その他の読書に関する団体との連

絡、協力及び奨励

⑪その他図書館の目的達成のため必要な事業

⑫歴史公文書に関すること。

※平成 年４月１日付け組織改正により、スポーツに関すること及び文化に関することは、地
域振興部文化スポーツ課が担当します。
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７ 令和６年度教育予算

市の歳入歳出予算のうち、教育委員会が所管する事務に係る部分について、教育委員会はあらか

じめ市長に意見を申し出て、これをもって市長から市議会に予算案が提出されることとなっています。

教育委員会では、市議会で議決された予算をもってさまざまな事業に取り組むこととなります。

なお、市長部局の文化スポーツ課が行うスポーツに関すること及び文化に関することに係る予算も

教育費に含まれています。

（１） 一般会計と教育費

一般会計の令和６年度当初予算総額は、 億円で、前年度の 億 万円に比べ 億

万円、約 ％の増となっている。

教育費は 億 万 円で、一般会計歳出予算に占める割合は約 ％である。

(単位：千円)
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合計

(端数調整あり)

(単位：千円)
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交付金

その他
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教育費

衛生費

公債費

消防費

その他

歳出

億円
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（２） 教育費の内訳

令和６年度の市の教育予算は、 億 万 円で、前年度の 億 万 円に比

べ 億 万 円、約 ％の減となっている。

※文化スポーツ課（市長部局）予算

（単位：千円）

令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

△ 375,595 △4.1%

教育委員会費

教育指導費

△ 860,389 △24.0%
学校管理費 △ 454,380 △18.7%
教育振興費

学校保健体育費

小学校建設費 △ 478,379 △66.7%
△ 197,994 △19.6%

学校管理費 △ 206,627 △28.3%
教育振興費

学校保健体育費

社会教育総務費

社会教育振興費 △ 37 △3.6%
青少年対策費

文化財保護費※ △ 33,180 △57.0%
公民館費

図書館費

保健体育総務費※

体育施設費※

体育館費※ △ 50,263 △19.3%
学校給食費

保健体育費

科  目

教育費

教育総務費

小学校費

中学校費

社会教育費

教育総務費

小学校費

中学校費

社会教育費

保健体育費

教育費

億 万

円
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